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第２章 障害福祉サービスの内容と見込量

1 障害福祉サービスの体系

第７期計画における障害福祉サービス等の体系は【図18】のとおりです。サー

ビスには、障害者総合支援法に基づくものと、児童福祉法に基づくものがありま

す。

【図18：障害福祉サービス等の体系】
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また、障害者総合支援法に基づく、自立支援給付と地域生活支援事業の全

体像は、【図19】のとおりです。

自立支援給付は、障害種別にかかわらず、障害者の自立支援を目的に全国

共通に提供されるサービスです。介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、

計画相談支援給付、自立支援医療及び補装具費の支給から成ります。

地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が、障害者の自立した地域生活

を支援するために実施する事業です。必須事業と任意事業があり、地域の特性

に応じて、柔軟に実施できるものです。

【図 19：自立支援給付と地域生活支援事業の全体像】
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2 成果目標と活動指標の関係

第7期計画では、令和8年度（2026年度）を目標年度として、国の基本指針

及び大阪府の基本的な考え方に基づく７つの成果目標を設定しています。あわ

せて、計画期間（令和６年度（2024年度）～令和8年度（2026年度））の各年度

の障害福祉サービス・障害児支援等の各分野における取組の状況を分析するた

め、活動指標を設定し、その見込値の達成のための方策等を明らかにすることに

より、計画の目標を実現していきます。

【図 16：国の基本指針の理念及び成果目標と活動指標の関係】

基本指針

の理念
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○地域生活移行者の増加 ○生活介護の利用者数、利用日数

○施設入所者の削減 ○自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数

○就労選択支援の利用者数、利用日数

○就労移行支援の利用者数、利用日数

○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数

○短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

○自立生活援助の利用者数

○共同生活援助の利用者数・重度障害者の利用者数

○地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数

○施設入所支援の利用者数

精神障害にも対応した ○精神障害者における地域移行支援の利用者数

地域包括ケアシステムの構築 ○精神障害者における地域定着支援の利用者数

○精神障害者の精神病床から退院後 1

年以内の地域における平均生活日

○精神障害者における共同生活援助の利用者数

○精神障害者における自立生活援助の利用者数

○精神病床における1年以上長期入院

患者数の削減

○精神障害者の自立訓練（生活訓練）

○保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数、関係

者の参加者数○精神病床における早期退院率の増加

○保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定

及び評価の実施回数

地域生活支援の充実 ○地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けたコーディネ

ーターの配置○地域生活拠点等の機能の充実

○強度行動障害を有する者に対する支

援体制の充実

○地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び

検討の実施回数

○強度行動障害者に対する調査と取組の実施
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注1
保護者や養育者を対象に、行動理論をベースとして環境調整や子どもへの肯定的な働きかけをロールプレ

イやホームワークを通して学び、保護者や養育者のかかわり方や心理的なストレスの改善、子どもの適切な行

動を促進し、不適切な行動の改善をめざす家庭支援のアプローチの一つ。トレーナーには専門知識が要求さ

れる。
注2

育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域の支援者（保育士、保健

師、福祉事務所の職員等）が効果的に支援できるよう設定されたグループプログラム。
注3

メンターとは「信頼のおける仲間」という意味。自らも発達障害のある子どもの子育てを経験し、かつ養成研

修を受けた保護者が、子育てで同じ悩みを抱える保護者などに対してグループ相談や子どもの特性などを伝

えるサポートブック作り、情報提供等を通し、共感的なサポートを行う。
注4

同じような共通項と対等制をもつ人同士の支え合いを表す。障害者やその家族が互いの悩みを共有した

り、情報交換のできる交流会などを行ったりすること。

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現
・
障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会

福祉施設から一般就労への移行等 ○就労移行支援の利用者数、利用日数

○福祉施設利用者の一般就労への移

行者の増加

○福祉施設（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ

型、自立訓練、生活介護）利用者から一般就労への移行者数

○就労定着率の増加 ○就労定着支援の利用者数

○工賃の向上

障害児支援の提供体制の整備等 ○児童発達支援の利用児童数、利用日数

○児童発達支援センターの設置及び障

害児の社会参加・包容の推進

○医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数

○主に重症心身障害児を支援する児

童発達支援事業所及び放課後等デ

イサービス事業所の確保

○保育所等訪問支援の利用児童数、訪問回数

○居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、訪問回数

○障害児相談支援の利用児童数

〇医療的ケア児支援のための関係機関

の協議の場の設置及びコーディネー

ター

ターの配置

○医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネ

ーターの配置人数

相談支援体制の充実・強化等 ○総合的・専門的な相談支援

○総合的・専門的な相談支援の実施及

び地域の相談支援体制の強化を実

施する体制の確保

○地域の相談支援体制の充実・強化

○協議会における個別事例検討によるサービスの開発・改善

障害福祉サービス等の質の向上を ○障害福祉サービス等に係る各種研修の活用

図るための取組に係る体制の構築 ○障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果の共有

○障害福祉サービス等の質を向上する

ための取組を実施するための体制を

構築

〇指導監査結果の共有

発達障害者等に対する支援

○ペアレントトレーニング(注1)やペアレントプログラム(注2)等の支

援プログラム等の受講者数

○ペアレントメンター(注3)の人数

○ピアサポート（注4）の活動への参加人数
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３ 成果目標

国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方に基づき、障害者の自立支援の

ための地域生活移行や就労支援等への対応、また、障害児とその家族に対する

障害児通所支援等の身近な地域における提供体制の整備等を進めるため、計

画期間における以下の成果目標を設定します。

（１）施設入所者の地域生活への移行

福祉施設に入所している障害者の地域生活への移行を進める観点から、自

立訓練事業等を利用し、グループホーム・一般住宅等に移行する人数の目標値

を設定します。

【福祉施設の入所者の地域生活への移行・施設入所者の削減数】

令和４年度（2022年度）末時点の施設入所者数は５３人です。そのうち、６％

以上（4人）が、令和8年度（2026年度）末までに地域生活へ移行することを目

標値として設定します。また、令和8年度（2026年度）末時点の入所者数が、令

和４年度（2022年度）末時点と比較して概ね１．7％（１人）減少し、５２人になるこ

とを目標値として設定します。これは、地域移行者見込数（4人）だけではなく、新

規入所者見込数（3人）もふまえると、その差し引き数（１人）が、実質の削減数と

なるためです。

引き続き、重度化・高齢化にも対応できる短期入所やグループホームなどの障

害福祉サービス等の基盤整備に向けて、既存補助金の見直しや、市立施設の建

て替え等に合わせた基盤整備の検討を実施します。あわせて、新規入所希望者

についても、ケースワークを通じ地域生活の検討を進めること等により、施設入

所者数の減少を図ります。

【表1：施設入所者の地域生活移行・施設入所者の削減数の目標値】

項目 数値 考え方

①入所者数 （基準値） ５３人 令和４年度末時点

②削減数 （目標値） 1 人 令和８年度末時点（③－④）

③地域移行者数（目標値） 4 人 令和８年度末までの見込数

④新規入所者数（見込値） 3 人 令和８年度末までの見込数

⑤入所者数 （目標値） ５２人 令和８年度末時点（①－②）
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

国の基本指針では、精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を

進めるに当たっては、地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差

別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会の実

現に向けた取組の推進が必要である旨が記載されています。

地域包括ケアシステムの構築をさらに推進する観点から、精神障害者の精神

病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数、精神病床における１年

以上長期入院患者数、精神病床における早期退院率の目標値を設定します。

本市では、平成３０年度（2018年度）に箕面市自立支援協議会地域移行・定

着支援部会に「市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場」を設置し、

また、「圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場」に参画し、精神障害

者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、地域

包括ケアシステムの連携支援体制の確保に努めています。引き続き、支援機関

と連携して一層の地域移行の実現に取り組みます。

【表 2：精神障害者の精神病床から退院後 1 年以内の地域における平均生活日数】

【表 3：精神病床における１年以上長期入院患者数】

※大阪府の目標値

（8,193 人）を、令和 3 年 6 月末の市町村実績をもとに按分

【表 4：精神病床における早期退院率】

項目
令和８年度

目標値

平均生活日数 325.3 日

項目
令和３年６月末

（基準値）

令和８年６月末

（目標値）

１年以上長期入院患者数 131 人 117 人

項目
令和８年度

目標値

入院後３か月時点の退院率 68.9％

入院後６か月時点の退院率 84.5％

入院後１年時点の退院率 91.0％
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（３）地域生活支援の充実

【地域生活拠点等の機能の充実】

国が示す地域生活支援拠点等の機能は、「地域生活への移行や親元からの

自立等に係る相談」「一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び

場の提供」「ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応

体制の確保」「人材の確保・養成・連携等による専門性の確保」「サービス拠点の

整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくり」の５つです。

本市では、既存の社会資源を活用し、「面的な整備」として地域生活支援拠点

等の機能の一部を位置づけています。ただし、障害者やその家族等の生活を地

域全体で支える中核としての役割を担う体制としては不十分であるため、市立

施設の建て替え等に併せて、機能の水準や充足状況について継続的に検証及

び検討を行います。検証及び検討の場は、箕面市自立支援協議会及び箕面市

障害者市民施策推進協議会とし、年２回実施します。

【強度行動障害を有する者に対する支援体制の充実】

強度行動障害者の支援体制の充実を図るために、強度行動障害者の実状や

支援サービス等のニーズを把握して、支援体制の整備を行うことが必要となるた

め、実態調査を行い、当事者や家族等が抱える課題を集約し、大阪府強度行動

障害者地域連携モデル等を参考に、地域課題を整理し、有機的な連携が図るこ

とができるよう取組を推進します。

（４）福祉施設から一般就労への移行等

障害者の就労を支援する観点から、就労移行支援・就労継続支援・自立訓

練・生活介護等を含む福祉施設から一般就労に移行する人数、就労定着率、就

労継続支援B型事業所における工賃等の目標値を設定します。

引き続き、関係機関との連携、事業主の理解促進、職場実習の機会拡大や、

障害者優先調達推進法に基づく取組を進め、障害者の雇用促進・就労支援の

充実や、地域における自立生活の実現を図ります。

【福祉施設利用者の一般就労への移行者数】

就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護等を含む福祉施設から

一般就労に移行する人数の目標値については、令和３年度実績の1.28倍以上

の数値を、目標値として設定します。あわせて、就労移行支援を通じて一般就労

に移行する人数の目標値については、令和３年度実績の1.31倍以上の数値を、
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就労継続支援Ａ型を通じて一般就労に移行する人数の目標値については、令

和３年度実績の1.29倍以上の数値を、就労継続支援Ｂ型を通じて一般就労に

移行する人数の目標値については、令和３年度実績の1.28倍以上の数値を、

目標値として設定します。

また、市内の就労移行支援事業所のうち、事業利用終了者に占める一般就

労へ移行した者の割合が５割以上となる市内事業所数の割合について目標値

を設定します。

【表 5：福祉施設から一般就労への移行目標値】

【表 6：就労移行支援・就労継続支援から一般就労への移行目標値】

【表 7：就労移行支援事業所のうち利用就労者に占める一般就労への移行割合目標値】

【就労定着率の増加】

就職後の職場定着への支援を強化していく観点から、令和８年度（2026年

度）における就労定着支援事業利用者数を令和３年度（2021年度）実績の

１.41倍を目標として、就労定着支援事業の利用者数の目標値を設定します。

また、市内の就労定着支援事業所における就労定着率（過去３年間の就労定

着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数の割合をいう。以下

同じ。）が７割以上となる市内事業所数の割合について目標値を設定します。

項目
令和３年度実績

（基準値）

令和８年度見込

（目標値）

福祉施設から一般就労移行人数 ４１人 ５４人

項目
令和３年度実績

（基準値）

令和８年度見込

（目標値）

就労移行支援から一般就労移行人数 ２９人 ３８人

就労継続支援Ａ型から一般就労移行人数 ６人 ８人

就労継続支援Ｂ型から一般就労移行人数 ６人 ８人

項目
令和８年度

目標値

就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労移行割合が５割

以上の事業所数の割合
6 割
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【表 8：就労定着支援事業の利用者数目標値】

※令和４年３月利用分

【表 9：令和８年度末時点の就労定着率目標値】

【就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均額】

就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均額は、市町村によって水準に差

が見られる状況にあります。国の基本指針において、直ちに一般就労に移行する

ことが難しい障害者が適性に応じて能力を発揮し、地域において自立した生活

を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を図っていくことが

望ましいとされています。

このため、市内の就労継続支援Ｂ型事業所に対して令和８年度（2026年度）

の目標工賃額のアンケートを実施し、その平均値を平均工賃月額の目標として

設定します。

【表 10：就労継続支援Ｂ型事業所の工賃の目標値】

項目
令和３年度実績

（基準値）※

令和８年度見込

（目標値）

就労定着支援事業の利用者数 １８人 ３３人

項目
令和８年度末

目標値

就労定着率が７割以上の事業所の割合 2 割５分

項目
令和３年度実績

（基準値）

令和８年度見込

（目標値）

平均工賃月額 １３，８５１円 ●円
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（５）障害児支援の提供体制の整備等

【児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容の推進】

①児童発達支援センターの設置

国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方では、令和８年度（2026年度）

末までに、児童発達支援センターを少なくとも各市町村に１か所以上設置するこ

とを基本としています。

現在、福祉型児童発達支援センターと同等の機能を備えている児童発達支

援事業所あいあい園を、市立病院リハビリテーションセンター内で運営していま

すが、令和7年4月、箕面市立病院の指定管理制度導入に伴い、あいあい園を

市役所第二別館に移転し、障害児の外来リハビリテーションを行う診療所を併

設した「箕面市立児童発達支援センター」として開設する予定です。地域におけ

る障害児支援の中核的な役割を担い、多様な障害のある子どもや家庭環境等

に困難を抱えた子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとともに、地

域全体の障害児支援の質の向上を図ります。

②保育所等訪問支援の充実

国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方では、各市町村に設置された児

童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が主体的に保育所等

訪問支援を提供できるよう、令和８年度（2026年度）末までにすべての市町村

において、障害児の地域社会の参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の

構築に努めることとされています。

本市では、保育所等訪問支援を実施する民間の障害児通所支援事業所が5

か所あります。

また、市が運営する児童発達支援事業所あいあい園では、機能訓練を担当

する総合保健福祉センター分室の療法士（理学療法士・作業療法士・言語聴覚

士）や臨床心理士が、従前から保育所等を巡回し支援を要する子どもたちへの

集団生活適応のための支援や保育士や教諭など訪問先のスタッフへの支援を

行っています。令和７年４月に開設する予定の箕面市立児童発達支援センター

では、保育所等訪問支援を新たな事業として実施する予定であり、これらの体制

を活かし、さらに障害児の地域社会への参加・包摂が推進するよう取り組みを進

めます。



R5.10.13 障害者計画及び障害福祉計画部会 資料１－５

11

【主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所の確保】

国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方では、令和８年度（2026年度）

末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確保することを基本とし

ています。

大阪府は、府内の重症心身障害児数を障害児通所支援事業所の平均的な

登録児数で除した数を参考に、大阪府の令和８年度（2026年度）末までの目標

を設定し、各市町村に按分しました。本市では、児童発達支援事業所●か所、放

課後等デイサービス事業所●か所の整備が求められています。

現在、市内には、既に両事業を実施する民間の障害児通所支援事業所が●

か所あり、サービス提供量は満たされていますが、利用者のニーズに添ったサー

ビス提供のため、ニーズに即した特色のある事業者参入の勧奨に努めます。

【表 11：主に重症心身障害児を支援する障害児通所支援事業所の数の目標値】

【医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネータ

ーの配置】

国の基本指針では、令和８年度（2026年度）末までに、各都道府県及び各市

町村において、医療、障害福祉等の関係機関が連携を図るための協議の場を設

けるとともに、医療的ケア児等コーディネーターを地域の実情に応じて福祉関係

１名、医療関係１名配置することが基本とされています。

本市では、令和元年度（2019年度）に、医療的ケア児を含む障害児に関連す

る協議の場である「早期療育事業推進会議」「支援連携協議会」「自立支援協議

会相談支援部会」のそれぞれを、「医療的ケア児のための関係機関の協議の場」

と位置づけています。医療的ケア児等コーディネーターについては、令和5年度

現在、医療関係４名、福祉関係1名を配置しています。

令和３年の医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行を

受け、医療的ケア児の相談体制等の整備のため、保健、医療、障害福祉、保育、

教育等の各関連分野の関係機関による協議の場の活性化を図ります。

項目
令和８年度

目標値

児童発達支援事業所数 ●箇所

放課後等デイサービス事業所数 ●箇所
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（６）相談支援体制の充実・強化等

障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、

障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用

を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。

国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方では、令和８年度（2026年度）

末までに、市町村は、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体

制の強化及び関係機関等の緊密な連携を図る役割を担う基幹相談支援センタ

ーを設置することを基本としています。また、すべての市町村の協議会において、

個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うこ

とが目標に掲げられています。

本市では平成２５年度（2013年度）に基幹相談支援センターを設置しており、

平成２９年度（2017年度）より箕面市社会福祉協議会への委託から市直営とな

りました。地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、地域の実情

に応じた関係機関の明確な役割分担と有機的な連携といった相談支援体制の

充実・強化をめざします。

（７）障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る

体制の構築

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入しているな

か、改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、

利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要です。

国の基本指針では、令和８年度（2026年度）末までに、自立支援審査支払等

システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行ってい

る事業所を確保する取組等により、障害福祉サービス等の質を向上させるため

の取組を実施する体制を構築することを基本としています。

本市では、不正請求の未然防止等の観点から報酬の審査体制の強化に努め

るとともに、指導権者との協力連携、適正な指導監査の実施に取り組みます。


